
令和5年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
広島県生活交通対策協議会 生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統）の概要

【事業の目的・必要性】

広島県の乗合バスの輸送実績は、モータリゼーションの進展、人口
減少、少子高齢化など、地域社会経済の変化に伴う利用者の減少に
より、昭和43年度をピークに年々減少し、ピーク時の約３分の１となっ
ている。バス事業者の経営環境は大変厳しくなっており、事業の採算
性悪化により、バス路線が廃止されるなど、住民の生活交通の維
持・確保が困難となっている。一方で、住民の生活圏は広域化が進
んでおり、各地域間を結ぶバス路線の必要性は一層高まっている。

県民の日常生活を維持するため、地域間幹線系統への支援を実
施し，路線の確保維持を図ることは不可欠である。

【事業の目標と効果】

生活交通路線として必要なバス路線のうち、本計画の系統につい
て運行を３カ年にわたって継続し、広域・幹線的路線を維持すること
を目標とする。

地域間幹線バス路線を維持することにより、地域で生活する交通
制約者の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。

【事業の区域】

・広島県全域

協議会の構成員

・広島県 ・尾道市（関係市代表） ・安芸太田町（関係町代表）

・公益社団法人広島県バス協会 ・中国運輸局広島運輸支局長

広島県 令和5年度分

事業者数 系統数 車両減価償却費 車両数

15 55 55（10）

＊車両減価償却費車両数の（ ）は、当該年度に購入した車両数（内数）

別添３

１回（対面）、５回 （書面審議）

協議会の開催状況



○悪天候等を除き、計画通り事業は適切に実施された

○地域公共交通網形成計画に基づき、市町と共同しての再編の検討
○ダイヤの見直し改正・運行計画の見直し
○利用実態に即したダイヤの見直し、系統再編
○他の交通モードとの接続留意
○路線番号表示のPR
○自治体等との連携による地域住民へのＰＲ強化
○低床車両導入等バリアフリー推進
○分かりやすい時刻表や路線図によるPR
○地域住民と連携した生活交通の維持
〇交通系ICカードの導入により利便性の向上を図る

この1年間の
利用者・地域住民の意見の反映

○広島県生活交通対策協議会を開催し、利
用者代表の意見を聴取。今後事業者、市町
と連携し対応する。

※利用者等代表
広島県公立高等学校長協会副会長
広島県社会福祉協議会事務局長
日本労働組合総連合会広島連合会副事務局長

＜意見＞
・公共交通は地域に欠かせない。特に乗合
バスは、地域間の移動や通勤通学のため、
とても重要なものである。

・コロナが５類になってからも、交通需要
はコロナ前まで戻っておらず、交通事業者
の経営を圧迫している。今後も利用者確保
に向けた対策等が必要である。

・公共交通を維持することの必要性を、住
民にも認識してもらう必要がある。

広島県生活交通対策協議会 事業の評価

今後の改善点

事業の適切性

目標・効果達成状況

○アセスメント形式により、系統ごとに評価
ほとんどの項目について、「非常によい」または「概ね良い」となってい

るものの、系統によっては、各項目が「改善の余地がある」場合が見受け
られる。また、事業者の課題意識も高まっており、今後、改善に向けて取
り組んでいきたい。

「改善の余地がある」となっている系統については「ダイヤ」「PR」の項目
が比較的多く選択されている。



令和５年度 広島県における地域公共交通施策

広島県の地理的特徴

なだらかな中国山地等に、小規模な拠点
地域や集落が、分散的に存在

モータリゼーションの進展や、人口減少、少子化、産業構
造の変化等により、利用者が減少し、事業者の経営が悪化

生活交通の課題

本土と近距離の瀬戸内海上に、離島や
、架橋で結ばれた島が、広域的に存在（
有人島33）

民間事業者路線の減便や廃止が相次ぎ、住民の生活に必要
不可欠な生活交通の維持が困難化

陸上交通

海上交通
市町による代替運行路線の増加により、市町財政における

生活交通の負担額が増大

生活交通の再編

陸上交通と海上交通が

相互に補完しあう、効率
的で持続可能な生活交通
体系の構築

施 策 の 体 系

バ

ス

広域的な民間事業者路線の維持
・地域間幹線系統補助（国庫補助）･･･ 55系統
・広域生活交通路線補助･･･ 60系統

市町等が運行する路線バスやデマンド交通の運行支援
・市町生活交通運行支援事業･･･ 343路線

離島のナショナルミニマムの確保
・離島航路補助（国庫補助）･･･7航路

島しょ地域の暮らしや経済活動に不可欠な航路の将来にわたる安定的な運航の
維持・確保
・生活航路維持改善事業･･･14航路

交通機関の移動円滑化の推進
・鉄道駅バリアフリー化施設整備補助事業

三セク・井原鉄道の安定した運行の確保
・井原線鉄道基盤設備維持費補助金（県・福山市）

移動活発化

乗合バス事業者路線再編調査の支援
・乗合バス事業者路線の再編に係る計画策定経費への補助

鉄

軌

道

航

路

デジタル技術を活用した地域で支
える新しい交通サービスの社会実
装への支援
・広島型MaaS推進事業

総合的な乗換改善
・公共交通ネットワーク
情報・移動活発化推進事業

鉄道網を活用した地域交流の拡大等の取組を支援
・鉄道ネットワークを活かした中山間地域の魅力向上事業



【事業の目的・必要性】

生活交通の存続危機地域である鳥取県においては、路線
バスは高齢者や小中高校生を含む自家用車の利用が不可
能な住民の日常生活の移動手段として必要不可欠である。

しかしながら、急速に進む少子高齢化と自家用車への過度
な依存により輸送人員の大幅な減少に歯止めがかからず
交通事業者の経営状況は極めて厳しいのが実態である。

内部補助・効率化も限界を超え到底独立採算が取れる状
況ではなく、このままでは路線の廃止が続出するのは必至
である。

路線バスは自治体をまたがる広域路線が多く、通勤・通学
や通院・買物等住民生活に密着した移動手段であることか
ら当該路線の維持は必要不可欠であるため、本計画の策
定を行うものである。

【事業の目標と効果】

乗合バス事業は平成２０年に利用者が７，０８７千人であった
ものが、令和３年度には約３６％減の４，５２４千人に減少して
おり、バス事業者だけでは、採算がとれない状況が加速してい
る。

このため、地元、自治会、バス事業者、自治体等は、バス
ネット（R5.9.30終了）・バスロケーションシステムによるバス経
路等の検索、遅延等の情報発信や県民の参画によるバスの
魅力づくりなど利用促進に力を入れている。また、交通事故の
防止を目的として、県警察本部等で高齢者の免許返納を奨励
する取組を行っていることも踏まえ、市町村も免許返納者が公
共交通を利用しやすい環境づくりを進めているところである。

このような行政による利用促進策を講じることに併せて、バス
事業者、市町村も効率的なダイヤやルートの検討を引き続き
行うことで、可能な限り利用者の減少率を抑制することを目標
とする。

【事業の区域】 鳥取県全域

令和５年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
鳥取県生活交通確保に係る地域協議会 生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統）の概要

協議会の構成員

鳥取運輸支局、鳥取県、県内１９市町村

バス事業者（日ノ丸自動車、日本交通）

鳥取県バス協会・鳥取県ﾊｲﾔｰﾀｸｼｰ協会、事業者労組、利用者代表

鳥取県 令和５年度分

事業者数 系統数 車両減価償却費 車両数

２ ２４ ５６（１２）

＊車両減価償却費車両数の（ ）は、当該年度に購入した車両数（内数）

３回 （うち書面審議１回）

※今回開催を起算した回数。

協議会の開催状況

別添３



○令和４年１０月以降、計画通り事業は適切に実施された。

○アフターコロナ時代の利用者需要の変化を踏まえ、外国人旅行客
を含めた観光利用の促進を図る。

○事業者、県及び市町村が行っている利用促進の取組を継続する
とともに、地域の実情に応じた地域公共交通のあり方を検討する。

この１年間の
利用者・地域住民の意見の反映

２７年度に県西部地域を、平成２８年度に県東
部地域、２９年度に中部地域の地域公共交通網
形成計画をそれぞれ策定する中で利用者である
一般住民、高校生、民生委員へのアンケートを
行い、意見を反映した計画としている。

（アンケート項目例）
・通院や買物の目的地
・バスの満足度
・バスを利用しても良いバス停までの距離
・希望するバスの運行頻度 ・・・・・・・など

＜参考：令和５年度実施事業＞
○バス乗り方教室を県内各地で開催
○ギャラリーバスの運行（児童の絵画を車内展示）
〇観光施設の入場割引と路線バスがお得に利用できる
「乗り放題手形」を活用したバスの利用促進

〇ホームページやSNS（Instagram・Facebook）での情報
発信によるバス利用環境の整備

令和５年度鳥取県生活交通確保に係る地域協議会 事業の評価

今後の改善点

事業の適切性

目標・効果達成状況

○令和５年度（Ｒ４年10月～Ｒ５年９月）とR４年度（R３年10月～R４年９月）との利
用者数の比較により評価

○利用者数
日ノ丸自動車： （R4）696,218人→（R5）733,864人（37,646人の増（前年比105.4％））

日 本 交 通 ： （R4）783,329人→（R5) 807,358人 (24,029人の増（前年比103.1％））

鳥取県全体 ： （R4）1,479,547人→(R5)1,541,222人 (61,675人の増（前年比104.2％）

○R５の利用状況は、６１，６７５人増加し、前年比１０４．２％となった。
R５の目標は「可能な限り利用者の減少率を抑制する」であるが、今年度は減少から
増加に転じた。



令和５年度 鳥取県における地域公共交通施策（１）

生活交通バス路線維持事業

国庫
単県

補助金名
R5年度当初予算額

＜R4年度当初予算＞

補　 助
対象者

負担
割合

国庫

車両減価償却費
補助金

82,587千円
＜79,875千円＞

乗合
バス

事業者

対象
経費

国庫補助対象の広域かつ幹線的路線を運行する
車両の減価償却費及び金融費用、購入費
（県は、国と協調してバスの導入に係る減価償却
費、金融費用を5年間かけて補助。）
１両当たりの限度額：ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ15,000千円
　　　　　　　　　　　　 　ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ13,000千円

国1/2

県1/2

広域バス
路線維持費

補助金
0千円

＜0千円＞

市町村
対象
経費

（市町村運営有償運送のみ）
①増便、路線新設・延伸に伴う車両購入費
②当該路線を3年以上運行、かつ原則車齢10年
　 以上又は距離10万km以上となった車両の代替
   車購入費
(県補助限度額）
　定員11名以上：5,000千円
　　　　11名未満：1,000千円

県1/3

市町村
2/3

市町村内バス等支援
補助金

27,397千円
＜27,881千円＞

市町村
対象
経費

①増便、路線新設・延伸に伴う車両購入費
②当該市町村路線を3年以上運行、かつ原則
　 車齢10年以上又は走行距離10万km以上と
   なった車両の代替車購入費
(県補助限度額）
　定員11名以上：5,000千円
　　　　11名未満：1,000千円

県1/3

市町村
2/3

NPO等交通空白地有
償運送支援補助金

0千円
＜750千円＞

市町村
対象
経費

・車両購入費（県補助限度額1,000千円）

県1/2

市町村
1/2

【車両取得費補助】

補助対象期間(国庫R4.10～R5.9、単県R5.4～R6.3)

補　　助　　要　　件　　・　　内　　容

単県

国庫
単県

補助金名
R5年度当初予算額

＜R4年度当初予算＞

補　 助
対象者

負担
割合

対象
路線

・複数市町村（合併前）を運行する路線
・広域行政圏中心市へアクセスする路線
・輸送量15～150人／日、運行回数3回以上／日

対象
経費

・運行赤字額（運行費用の４５％を上限）
（平均乗車密度５人以上は全額補助対象。５人未満
は、５人換算した運送回数分に相当する額）

国庫協調継続補填
（県独自補助）
  11,077千円

＜10,073千円＞

乗合
バス

事業者

対象
経費

・山陰ブロック単価により対象外となった赤字の補
填（運行費用の４５％を上限）
（東中国単価と山陰単価の赤字差額）

県1/2
事業者

1/2

補填
（県独自補助）

76,879千円
＜74,819千円＞

乗合
バス

事業者

対象
経費

・国補対象外となった赤字の補填（運行費用の50%
上限）
（平均乗車密度３人以上は全額補助対象。３人未満
は、３人換算した運送回数分に相当する額）

県1/2

市町村
1/2

対象
路線

複数市町村（合併後・国庫補助外）を運行する路線

対象
経費

運行赤字（運行費用の50%上限）
（平均乗車密度２人以上は全額補助対象。２人未満
は、２人で換算した運送回数分に相当する額）

対象
路線

・単独市町村内（合併後）を運行する路線
　（事業者バス、乗合ﾀｸｼｰ、町営バス　等）

対象
経費

市町村税収額0.5％を控除した市町村負担額
（形態別に運行費用一定割合（60～70％）を上限）

対象
路線

NPO法人等による公共交通空白地有償運送路線
（※補助対象期間　R5.4～R6.3）

対象
経費

・運行赤字（運行費用の80%を上限）

単県

広域バス
路線維持費

補助金
38,781千円

＜31,613千円＞

市町村

県1/2

市町村
1/2

市町村内バス等支援
補助金

243,673千円
＜220,222千円＞

市町村

県1/2

市町村
1/2

NPO等交通空白地有
償運送支援補助金

19,000千円
＜15,000千円＞

市町村

県1/2

市町村
1/2

【運行費補助】

補助対象期間(R4.10～R5.9、※一部例外あり）

補　　助　　要　　件　　・　　内　　容

国庫

生活交通路線
維持費補助金
（国協調補助）
101,045千円

＜122,280千円＞

乗合
バス

事業者

国1/2

県1/2



令和５年度 鳥取県における地域公共交通施策（２）

みんなが乗りたくなる公共交通推進事業他

【事業内容】

１ バスロケーションシステムを活用したバス利用者へのバス経路情報の提供

バスロケーションシステムとは・・・路線バスに搭載したＧＰＳ携帯電話端末を用いて収集したバスの位置情報等の運行情

報をインターネットにより提供するシステム。日本トリップ有限責任事業組合が開発したバスネット（県内のバス・鉄道経路検索

システム）の拡張コンテンツとして令和５年９月末まで運用。なお、令和５年度中に新たなバスロケーションシステムを導入予定。

２ 公共交通での無料ＷｉＦｉ環境の提供

鳥取、米子の各バスターミナルに無料ＷｉＦｉルータを設置。

３ 乗ってecoh（行こう）！県民運動の実施

・鉄道・バスの利用を促進することを宣言していただいた企業のうち、従業員や訪問者（来店者）等に対して駅周辺の会議室

利用など公共交通利用促進に資する取組を推進した企業・団体等には、実費相当の費用を支援（上限１０万円／社・団体）。

・利用促進キャンペーンとして、夏休み期間中には県内小学生を対象とした旅日記の募集、冬の帰省・旅行シーズンには全

世代を対象としたSNSフォトコンテストを実施。

４ 鳥取型MaaSによる地域交通サービス化の推進

MaaSに関する事業者が参画し、オンラインとオフラインの融合により、MaaSの最新情報等についての共有・議論を行いなが

ら事業連携のアイデアを創出する官民連携組織として「鳥取県MaaSエコシステム形成コンソーシアム（略称：ToMEC）」を立ち

上げ、同会員向けの各種セミナーやMaaS商品開発の実証実験に係る支援を実施。



令和５年度 鳥取県における地域公共交通施策（３）

市町村の地域交通体系構築への支援

【事業内容】

県内、特に中山間地域においては、自家用車依存、人口減少等による公共交通利用者の減少やドライバー不足からバス事業者の撤退

や路線の廃止、縮小が進み公共交通体系の再構築が必要となっていることから、市町村が地域の実情・ニーズを把握しながら策定する地

域交通体系再編計画策定への支援を行う。

①アドバイザー派遣制度

市町村の依頼を受け、県及びアドバイザーが一緒に路線再編の方向づけを行い、市町村の地域交通体系の再構築に向けた取組をサ

ポートする。

②地域交通体系構築支援補助金

市町村内路線の再編計画「地域交通体系再編計画」を策定する市町村への支援を行う。

（補助率１／３、上限２，０００千円）



令和５年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
島根県生活交通確保対策協議会 生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統）の概要

【事業の目的・必要性】

・県内においては、各市町村の交通サービスの水準・形態とも
様々であり、一定の要件の下に支援することにより、県民の
日常生活に密着した生活交通の維持を図ってきた。

・市街地を運行する系統も含めて、ほぼ全ての地域間幹線
系統が赤字であり、ネットワークの核となる地域間幹線系統を
持続的に維持確保を図る。

【事業の目標と効果】

必要な生活交通を持続的に維持していくためには、事業者の
経営努力と行政の支援が不可欠。

地域の人口自体が減少する中、公共交通利用者減に歯止め
がかからないうえにコロナ禍の影響からの回復も鈍く、収入が
落ち込んでいる現状を踏まえ、収支率及び利用者数が前年度
を下回らないことを目指しつつ、各系統における本計画に掲げ
るキロ当たり経常収益の維持確保を目標とする。

【事業の区域】

・島根県全域

協議会の構成員

・中国運輸局島根運輸支局（輸送担当）首席運輸企画専門官

・各市町村バス担当課長 ・島根県旅客自動車協会専務理事

・関係一般乗合旅客自動車運送事業者担当課長

・島根県交通運輸産業労働組合協議会事務局長

・島根県地域振興部交通対策課長

・その他協議会の内容に応じ必要と認められる者

島根県 令和５年度分

事業者数 系統数 車両減価償却費 車両数

２ １７ ３６（５）

＊車両減価償却費車両数の（ ）は、当該年度に購入した車両数（内数）

別添３

６回 （うち書面審議 ６回）

協議会の開催状況



○計画通り事業は適切に実施された。

○沿線需要の取り込みに向けた利用啓発やイベントを通じた利用
促進。

○ダイヤ改正などによる利便性向上による利用促進。

この1年間の
利用者・地域住民の意見の反映

○島根県生活交通確保対策協議会を
６回開催。

・沿線市町（松江市等１２市町）から
沿線住民の意見を聴取した。

・行政と沿線住民、事業者が一体となって
利用促進に繋がる取組を進める必要が
あるが、どの路線も沿線住民にとっては
欠かせない路線であり、直ちに黒字化す
るのは困難であることからも行政の支援
は不可欠との意見が、いずれも共通した
認識であった。

島根県生活交通確保対策協議会 事業の評価

今後の改善点

事業の適切性

目標・効果達成状況

○地域公共交通確保維持事業について、少子高齢化や人口減少
等による輸送量の減少を緩和することを目標とし、系統ごとに評
価を行った。
コロナ禍により、利用者が著しく減少した後の回復も鈍い状況に
あり、実績が目標を下回る系統があった。

○車両取得については、目標通り達成。



令和５年度 島根県における地域公共交通施策

バス タクシー利用助成

補助率
国1/2
県1/2

国1/2
市町村1/2

県1/2
市町村1/2

県1/3
（★系統の場合、県1/２）

県1/２
（特交措置の対象となれば県1/３）

県２/３
（R7以降1/2）

交付対象

対
象
系
統
等

・複数市町村に跨る系統
　（H13.3.31現在：59市町村）

・輸送量15～150人
　（再編特例：輸送量3～150人）
・運行回数3回以上

・補助対象地域間幹線バス系統を
補完するもの、または過疎地域等
の交通不便地域の移動確保を目的
とするもの
・補助対象地域間幹線系統等への
アクセス機能を有するもの
・乗車人員1人／1回以上（定時
定路線型に限る）

・複数市町村に跨る系統
（R3.４.1現在：１９市町村）

・国補助対象外系統
・輸送量1人以上

・有償で運行
（民間、市町村、ＮＰＯ）

　※H28から公共交通空白地有償運送も
　　対象
　※他の補助対象、スクールバスは除く
　※広域から輸送量1人未満系統が移行

・市町村がタクシー利用助成を行ったもの
・過去に路線バス又はデマンド交通により
乗合旅客の運送を行っていた地域であるこ
と
　なお運行本数等の見直しにより、行政コ
ストの縮減が見込まれる場合が、路線バス
との併存も可能
・廃止等を行う公共交通と比較を行い、行
政コストの縮減が見込まれること
・地域公共交通計画が策定済みであること
・利用者負担が発生すること

・中山間地域において、「小さな
　拠点づくり」に向けて、地域生活
　交通の再構築を図るために行う
　実証事業

対
象
経
費

○運行欠損見込額（①－②）

①　キロ当たり費用【地域単価、事業者
　　単価（過去３年間の平均）の低い額】
　　×　走行計画
②　キロ当たり収益【収益実績額（過去
　　３年間の平均）】　×　走行計画

　※地域単価は、国：山陰ブロック単価
　　　　　　　　県：東中国ブロック単価
　　　　　　　　　　　　　　　　を適用

○運行欠損見込額（①－②）

①　事業者のキロ当たり費用
　　×　実車走行距離
②　事業者のキロ当たり収益
　　×　実車走行距離

○運行欠損実績額（①－②）

①　キロ当たり費用【地域単価、事業者
　　単価の低い額】　×　走行実績
②　キロ当たり収益【収益実績額】
　　×　走行実績

　※地域単価は東中国ブロック単価を適用

　※地域単価の経常費用の７／１０を限度

○運行欠損実績額

・市町村の補助・負担額
・市町村の財政力に応じた財政力指数を用
いた配分

　※東中国ブロック単価を上限
　
　※運行経費の８／１０を限度

○市町村負担額の１／２
（市町村ごとの補助上限額5,000千円）

※利用者負担の範囲や条件は市町村が実情
に合わせて決定

次の経費で市町村が負担するもの

①実行計画策定経費
②運転手の確保に要する経費
③車両購入費
④関連施設整備費
⑤実証運行経費
⑥その他必要と認める経費

その他

・車両購入減価償却費等補助（5年）
・平均乗車密度の見込数値が５人未満の補
助対象系統は、当該系統の輸送量を5人で除
した数値（端数切り捨て）を運行回数とみ
なした場合の当該運行回数分に相当する額

例）運行回数6回、乗車密度3人
　　輸送量18人の場合
　　18人／5人＝3.6人　⇒運行回数3回

・地域単価＞事業者単価の場合、
　差額の１割を加算

・１申請あたり事業費上限額
　８百万円
・２年度にわたる申請可
・新たな運行形態を導入する場合は
　事前に利用者数の推計を行うこと

乗合バス事業者 市町村

・189,568千円を上限
・要望＞上限の場合は、按分調整を行う
・収支率５％未満の系統はタクシー利用助成、交通空白地有償等への移行検討を義務付
け

★H28新設の地域生活交通再構築実証事業補助金を経て運行開始した系統については、
４年間、補助率を1/２に嵩上げ・財政力補正なしとする
（予算は189,568千円に別枠で加算）
ただし、単価や補助対象経常費用の上限は通常分と同じように適用

区分

生活交通ネットワーク総合支援事業

国補助制度 県単独補助制度

地域間幹線系統
確保維持費補助金

地域内フィーダー系統
確保維持補助金

地域間準幹線系統
確保維持費補助金

生活交通確保対策交付金
★地域生活交通再構築

実証事業補助金



令和５年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
岡山県生活交通対策地域協議会 生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統）の概要

【事業の目的・必要性】

・生活交通の確保/維持が困難な地域と広域行政圏の中心
市町村を結ぶ基幹的なバス路線の運行を支援し、運転免
許を持たない高齢者や通学生等の通院、通学及び買い物
のために必要な移動手段を確保・維持する

【事業の目標と効果】

（目標）

・運行を継続し、利用者の利便性を確保する

・輸送人員を増加させる（沿線人口増減率を加味）

・経常収支差額（経常費用－経常収益）を改善する

（効果）

・通勤、通学、通院及び買い物のための移動手段確保

・事業者と自治体との連携による利用促進、利便性向上

【事業の区域】

・岡山県全域

協議会の構成員

・岡山県 ・県内２７市町村 ・(公社)岡山県バス協会・乗合バス事業者７社

・中国運輸局岡山運輸支局

岡山県 令和５年度分

事業者数 系統数
車両減価償却費

車両数

７ ２０ １０（０）

２ 回 （うち書面審議２回）

協議会の開催状況

＊車両減価償却費車両数の（ ）は、当該年度に購入した車両数（内数）



○計画どおり事業は適切に実施された。

○利便性向上
・他モードとの乗継確保、接続改善
・運行実態を反映したダイヤ設定による定時制確保
・沿線状況の変化や利用者ニーズを反映したダイヤ設定

○利用促進
・沿線高校や自治体と連携し、学生定期利用に向けたＰＲ
・観光情報の提供、沿線観光施設やイベントとの連携

この１年間の
利用者・地域住民の意見の反映

○令和４年６月 利用者代表（公共交通に対す
る知識を有する方で、地域性を考慮して選定）
から意見を聴取した。

聴取した意見は今後の取組への参考とする。

＜意見＞
・沿線人口が減少する中で、それぞれの社で
できることから対処して、乗車人員の確保に努
めている。路線の維持には、相当の経営努力
が必要だが、その上で、地域住民の理解と協
力、行政の支援が不可欠である。

・ノンステップバス・ワンステップバス等は高齢
化の進展に伴い、さらに重要になる。

・利用促進のための各社の取組事例を共有し、
項目ごとに導入状況や取組状況を一覧表にし
て見える化を図ってはどうか。

・利用促進を図るには、ホスピタリティをもった
利用者への対応、わかりやすい案内図や時刻
表、ユニバーサルデザインの充実などが重要
である。

岡山県生活交通対策地域協議会 事業の評価

今後の改善点

事業の適切性

目標・効果達成状況

○概ね計画どおり運行し、利用者の利便性は確保された。

○新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、輸送人員・経常収支
差額の目標を達成できなかった系統が多い。



令和５年度 岡山県における地域公共交通施策

【地域公共交通確保維持事業】
＜地域間幹線系統路線＞ 補助対象事業者： 乗合バス事業者

地方バス路線運行維持対策

国
庫
補
助
制
度

①合併前複数市町村またがり
②計画輸送量15～150人／日
③運行回数３回／日以上
④広域行政圏の中心市町村等へ

の需要に対応
⑤経常収益が経常費用の11/20

以上

１ 路線維持費補助 （20系統 87,942千円）
①対象経費： 経常費用見込額－経常収益見込額
②限度額： 経常費用見込額の9/20

③補助率： 国１／２、県１／２

２ 車両減価償却費等補助 （10両 9,454千円）
①対象経費： 補助対象購入車両減価償却費及び当該購入に係る

金融費用
②対象車両： 主として地域間幹線系統路線を運行する車両
③車両購入限度額： ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ型1,300万円 ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟ型1,500万円

小型車両1,200万円、
都市間連絡用車両1,500万円

④補助率： 国１／２、県１／２

【地域振興特定路線維持事業】
＜地域振興特定路線＞ 補助対象事業者： 乗合バス事業者、市町村

①合併前複数市町村またがり、
またはキロ程が35㎞以上

②輸送量50人／日以下
③運行回数１０回／日以下
④平均乗車密度３人以上

１ 路線維持費補助 （18系統 12,143千円）
①対象経費： 経常費用－経常収益

・他系統と50％以上競合する系統は、その競合区間の輸送量の
合計が50人超又は運行回数の合計が10回超の場合は、当該
区間は補助対象外

②限度額： 経常費用の3/10

③補助率： 県１／２、市町村１／２

単
県
補
助
制
度



山口県生活交通確保維持改善協議会 生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統）の概要

協議会の構成員
・山口県 ・県内全市町 ・防長交通(株)、サンデン交通(株)、船木鉄道(株)、
ブルーライン交通(株)、宇部市交通局、石見交通(株)、中国ジェイアールバ
ス(株)、いわくにバス(株) 、西日本バスネットサービス(株)・公益社団法人
山口県バス協会 ・中国運輸局山口運輸支局

山口県 令和５年度分

事業者数 系統数
車両減価償却費

車両数

６ ３７ ６０

６回 （うち書面審議 ５回）

協議会の開催状況

【事業の目的・必要性】

・県内乗合バス輸送人員は、人口減少、少子高齢化の進行やマイ
カー利用の拡大などにより、昭和40年度の155,456千人をピークに、
その後減少を続け、令和３年度には16,749千人となっている。

・乗合バスは地域住民の身近な公共交通機関であり、とりわけ高
齢者や児童・生徒、障害者などの移動手段として不可欠であるこ
とから、路線の維持・確保が必要である。

・生活交通は貴重な地域資源であり、まちづくりの基盤というべき
重要な役割を果たしていることから、活性化を図っていき生活バス
路線を維持・活性化していく必要がある。

【事業の目標と効果】

・地域住民のニーズにあった効率よい運行ダイヤを作成し、運行
コストの削減に努める。

・バスロケーションシステムや交通系ＩＣカードの導入をはじめ、学
生フリー定期券や高齢者向け定期券の販売、病院等生活拠点へ
の乗り入れ等、利用者にとって乗りやすい公共交通環境を構築し、
事業者収支の改善を図る。

・利用促進の面では、事業者、行政が協力してバスの乗り方教室
を開催し、減少傾向にある輸送人員の維持・確保を図る。

・生活交通としてバス利用が促進されれば、交通渋滞の緩和、交
通事故の減少、さらには、二酸化炭素の排出量の削減による環
境対策などの効果が期待できる。

【事業の区域】

・山口県全域



○事業は概ね計画通り、適切に実施された。

○交通事業者・行政の連携により、必要不可欠な幹線系統が維持されるよ
う、関係者の合意形成を図る。

○利用促進に加え、運転士不足への対策を検討し、幹線系統の維持に努
める必要がある。

○バスロケーションシステムや交通系ＩＣカードの導入・周知を引き続き実施

○路線バス等、公共交通情報のデータ化を進め、利便性の向上に繋げる。

この1年間の
利用者・地域住民の意見の反映

○公共交通会議やアンケート等で地域住民からの
意見を聴取し、事業者、市町と連携して、運行系
統の改善・見直し等を実施

＜対応等＞
・通勤、通学、通院、買い物等に利用できる路線バ
スは必要不可欠な移動手段であり、また、今後
の運転免許返納の増加等に対応するためにも、
維持・活性化に努める必要がある。

・地域間幹線系統の維持は、コミュニティ交通との
接続の面からみても最重要課題であり、引き続
き利便性向上に向けた取組が必要

・利便性向上を望む声に対応するため、バスロ
ケーションシステムや交通系ＩＣカードの導入、導
入後のPRに努めている。

・地域住民のニーズに沿ったダイヤ設定や利用実
態に即した効率的なダイヤ編成に努め、利便性
の向上及び経常収支率の改善を図っている。

・利便性の高い公共交通の構築を図るため、バス
のみではなく、あらゆる交通モードが連携し、利
用者ニーズに対応している。

・低床バスの導入については、高齢化が進む利用
者の安全性及び利便性が向上することから、引
き続き計画的に導入していく。

令和５年度 山口県生活交通確保維持改善協議会 事業の評価

今後の改善点

事業の適切性

目標・効果達成状況

○目標・効果達成状況（幹線）は改善した。
・評価AがR4と比べ増加（ R4：10系統→R5：18系統）※R1：12系統
・評価CがR4と比べ減少（ R4：4系統→ R5：3系統） ※R1：2系統

○バス利用促進の取組の実施等により、輸送量及び収支が改善

○車両購入については、計画に沿った低床車両の導入が図られた。



新たな地域交通モデル検討委員会の取組取組事例１

○少子高齢化や訪日外国人観光客の増加、運転手不足の顕在化、新型コロナウイルスの
影響による交通事業環境の変化等、地域公共交通を巡る社会環境が大きく変化

○多様化する地域交通の課題解決を図るため、ＡＩやＩＣＴ等のイノベーションの急速な進展を
背景とした新たなモビリティサービスを含め、様々な視点からの取組を推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCAサイクル 
による改善 

新たな地域交通モデル検討委員会 

策定 

新たな地域交通モデル

形成に関する取組方針 

様々な視点からの取組を検討 

学識経験者 

地域公共交通を巡る社会環境の変化 イノベーションの急速な進展 

関係行政機関 交通事業者 

課題の整理や取組の方向性の検討 

地域における 

実証事業の実施 

推進 

新たな地域交通モデルの展開による地域交通の課題解決 

① ② 

①「新たな地域交通モデル形成に関する取
組方針」を策定。（令和２年度）

②取組方針を踏まえた実証事業を推進し、課題
解決に資する新たな取組モデルを構築し、各地域
での横展開を図る。（令和３年度～）

≪背景及び目的≫

≪事業の概要≫



取組事例２

○わかりやすい時刻表の作成
各市町で複数のバス会社やＪＲの系統・ダイヤを整理して掲載し、鉄道へのアクセスをわかり

やすくまとめた時刻表を作成し、公共交通の利用促進に繋げている。
○バスロケーションシステムの導入

バスの待ち時間の把握や経路検索が可能なバスロケーションシステムの導入やデジタルサイ
ネージの設置を進め、利用者の利便性向上を図っている。

令和４年度には、関係団体と連携し、オープンデータを活用したバスロケーションシステムの
開発・実証実験を実施し、本格導入に繋げた。

○交通系ＩＣカードの導入
地域住民の日常生活における利便性の向上と観光需要の喚起を図るため、県内路線バスに

おける交通系ＩＣカードの導入を進めている。

総合時刻表の作成 デジタルサイネージバスロケーションシステム



取組事例３

○運転手等、交通事業者の人材不足解消を図るため、事業者の人材確保を支援する
取組として交通事業者と求職者の出会いの場を創出する就職相談会「公共交通担い手
確保ミニフェア」を令和元年度から継続して開催

○山口労働局等と連携し、合同就職フェアと同時開催とすることで公共交通に携わる仕
事の魅力ややりがいを多くの求職者へアピール

※写真は令和元年度


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19

